
Ⅰ.点検実施状況
及び修繕着手等の状況
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①．道路メンテナンスの点検修繕実施状況と
課題について
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道路のメンテナンスに関する取り組みの経緯
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○全国の全道路管理者の2022年度の点検実施状況は、橋梁：83％、トンネル：73％、道路附属物等※：78％。

〇全国全道路管理者の２巡目（2019-2022年度）点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ・Ⅳ）

の割合は、橋梁：8％、トンネル：30％、道路附属物：12％。

出典：道路メンテナンス年報（令和5年8月）より作成

※ （）内は、2019～2022年度に点検を実施した施設数の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

２巡目点検の点検実施状況（全国版）

※ （）内は、2019～2022年度に点検を実施した施設数の合計。
※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

橋梁、トンネル等の点検実施状況・判定区分《全国》

２巡目点検の点検結果（全国版）

※道路附属物等：シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等
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１巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況《全国》

出典：道路メンテナンス年報（令和5年8月）より作成

※ 平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ、Ⅳ診断された施設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完了）した割合（令和4年度末時点）

：2022年度時点で次回点検までの修繕等措置の実施を考慮した場合に想定されるペース
2014年度点検実施（8年経過）：100％、2015年度点検実施（7年経過） ：100％、2016年度点検実施（6年経過） ：100％、2017年度点検実施（5年経過） ：100％、2018年度点検実施（4年経過） ：80％

○全国の橋梁において、平成２６～３０年度に点検を実施し、次回点検までに措置を講ずべき施設（判定区分Ⅲ・Ⅳ）に
おける修繕に着手した割合は、 国土交通省管理：９９％、地方公共団体管理：７５％（うち市町村管理：６８％）

修繕が完了した割合は、 国土交通省管理：７０％、地方公共団体管理：５６％（うち市町村管理：５２％）
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出典：道路メンテナンス年報（令和5年8月）より作成

※ 平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ、Ⅳ診断された施設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完了）した割合（令和4年度末時点）

：2022年度時点で次回点検までの修繕等措置の実施を考慮した場合に想定されるペース
2014年度点検実施（8年経過）：100％、2015年度点検実施（7年経過） ：100％、2016年度点検実施（6年経過） ：100％、2017年度点検実施（5年経過） ：100％、2018年度点検実施（4年経過） ：80％

○全国のトンネルにおいて、平成２６～３０年度に点検を実施し、次回点検までに措置を講ずべき施設（判定区分Ⅲ・Ⅳ）に
おける修繕に着手した割合は、 国土交通省管理：９９％、地方公共団体管理：９１％（うち市町村管理：７２％）

修繕が完了した割合は、 国土交通省管理：９２％、地方公共団体管理：７６％（うち市町村管理：４８％）

１巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネルの修繕等措置の実施状況《全国》
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出典：道路メンテナンス年報（令和5年8月）より作成

○２巡目点検（2019～2022 年度）で早期に措置を講ずるべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずるべき状態（区分Ⅳ）と判
定された橋梁のうち、

修繕等の措置に着手した割合は、 国土交通省管理：５５％、地方公共団体管理：４２％（うち市町村管理：３６％）

修繕が完了した割合は、 国土交通省管理：１１％、地方公共団体管理：１５％（うち市町村管理：１５％）

２巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況《全国》

7

※1. ２巡目（2019 年度～2022 年度）の点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設数のうち、点検対象外等となった施設を除く施設数。
※2. 2022 年度末時点で次回点検までの修繕等措置の実施を考慮した場合に想定されるペース。



出典：道路メンテナンス年報（令和5年8月）より作成

※1. ２巡目（2019 年度～2022 年度）の点検における判定区分Ⅲ、Ⅳの施設数のうち、点検対象外等となった施設を除く施設数。
※2. 2022 年度末時点で次回点検までの修繕等措置の実施を考慮した場合に想定されるペース。

○２巡目点検（2019～2022 年度）で早期に措置を講ずるべき状態（区分Ⅲ）又は緊急に措置を講ずるべき状態（区分Ⅳ）と判
定されたトンネルのうち、

修繕等の措置に着手した割合は、 国土交通省管理：６４％、地方公共団体管理：６１％（うち市町村管理：３６％）

修繕が完了した割合は、 国土交通省管理：１５％、地方公共団体管理：２６％（うち市町村管理：１１％）

２巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネルの修繕等措置の実施状況《全国》
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判定区分Ⅳの橋梁の措置状況《全国》

○２０２２年度末時点で判定区分Ⅳと診断された橋梁のうち、措置未完了の施設は５３９橋となり、
前年度より１５０橋増加している。対策として、撤去・廃止された橋梁も２０９橋（予定含む）と前年度末
より５０橋増加

〇２０２０年度から２０２２年度にかけて判定区分Ⅳの橋梁は２６７橋増加

出典：道路メンテナンス年報（令和5年8月）より作成

修繕・架替 機能転換 対応未定 撤去･廃止中（予定含む）

(116) (159) (209)
41%43% 39%

2020年度末時点
判定区分Ⅳの

橋梁
272橋

2021年度末時点
判定区分Ⅳの

橋梁
389橋

2022年度末時点
判定区分Ⅳの

橋梁
539橋

○判定区分Ⅳの橋梁の措置状況(予定を含む)

9



橋梁個別施設計画の策定状況（2022年度末時点）《全国》

○ 国のインフラ長寿命化基本計画（2013 年）では2020 年頃までの長寿命化修繕計画（個別施設計画）の策定を目標
としていますが、2022 年度末時点で計画を策定していない地方公共団体が13団体あり、策定済みで公表していな
い地方公共団体は125団体あります。

○ 修繕の時期や内容を橋梁毎に示していない計画となっている地方公共団体は25団体。
○ また、計画の策定後に点検結果を反映するなど計画の更新を行っていない地方公共団体は68団体。
○ 橋梁等の老朽化対策を計画的・効率的に進めるためにも、長寿命化修繕計画を策定するとともに、点検結果を踏ま

え、更新を行うことが重要です。

出典：道路メンテナンス年報より（令和５年8月）10



点検実施者の保有資格の状況《全国》

○ 2022 年度に地方公共団体が実施した橋梁点検のうち、職員自らが点検（直営点検）を実施した割合は13%となって
います。

○ 直営点検による点検実施者のうち、国土交通省の実施する研修※1 を受講又は資格※2を保有している割合は48%、
研修・資格ともになしは52%となっています。

○ 委託点検による点検実施者のうち、国土交通省の実施する研修を受講又は資格を保有している割合は95%、研修・資
格ともになしは5%となっています。

○ 点検の精度向上するためには研修受講、資格の活用など点検技術の向上を図る必要があります。

※2022 年度に点検を実施した施設のうち、報告があった137,471 橋
を対象に橋梁数ベースで算出。（右図も同様）

○ 2022 点検実施橋梁の直営点検と委託点検の割合 ○ 点検実施者の保有資格や研修受講歴

出典：道路メンテナンス年報より（令和5年8月） 11



②．九州、福岡県の点検実施状況
及び修繕着手率



○九州全道路管理者の２０２２年度の点検実施状況は橋梁８５％、トンネル７１％、道路附属物７６％。

〇九州の点検実施率は全国平均と比べ、橋梁・トンネル・道路附属物は同程度。

〇九州全道路管理者の２０２２年度の点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分

Ⅲ・Ⅳ）の割合は、橋梁：６％、トンネル：２３％、道路附属物：１４％ 。

出典：道路メンテナンス年報（令和5年8月）より作成

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は令和４年度末時点管理施設のうち点検の対象となる施設数

（撤去された施設や上記分野の点検の対象外と判明した施設等を除く。）

２０２２年度の点検実施状況（九州版）

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は令和元年度から令和４年度に点検を実施した施設数

２巡目点検の点検結果（九州版）

橋梁・トンネル等の点検実施状況・判定区分《九州》
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橋梁、トンネル等の点検実施状況《九州・福岡県》

○福岡県全道路管理者の２０２２年度の点検実施状況は橋梁８７％、トンネル８９％、道路附属物８３％程度
〇九州全体の点検実施率と比較して、福岡県は点検が進捗している。

２０２２年度の点検実施状況（全管理者合計）

出典：道路メンテナンス年報（令和５年8月）より作成

※四捨五入の関係で合計値が100%にならな
い場合がある

※ （）は令和4年度末時点管理施設のうち点
検の対象となる施設数
（撤去された施設や上記分野の点検の対
象外と判明した施設等を除く）

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート
横断歩道橋・門型標識等

福
岡
県

九
州
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橋梁、トンネル等の判定区分状況《九州・福岡県》

○福岡県の橋梁における判定区分の割合は、早期に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ）が５％（１，２９８
橋） 、 緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅳ）が０.０２％（４橋）

○トンネルでは判定区分Ⅲが６％（８施設） 
〇道路附属物等では判定区分Ⅲが１１％（８９施設）、判定区分Ⅳが０. ３９％（３施設）

出典：道路メンテナンス年報（令和５年8月）より作成

２巡目点検（２０２２年度時点）の判定区分割合（全道路管理者合計）

九
州

福
岡
県

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は令和元年度から令和４年度に点検を実施した施設数

（令和４年度末時点で診断中の施設を除く） 15



○福岡県の橋梁において、平成２６～３０年度に点検を実施し、次回点検までに
措置を講ずべき施設（判定区分Ⅲ・Ⅳ）における修繕に着手した割合は、

国土交通省管理：９８％、地方公共団体管理：８７％（うち市町村管理：８２％）
修繕が完了した割合は、

国土交通省管理：９３％、地方公共団体管理：６２％（うち市町村管理：６５％）

■ 九州

※ 平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ、Ⅳ診断された施

設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完了）した割合（令和４年度末時点） 出典：道路メンテナンス年報（令和５年8月）より作成

■ 福岡県

１巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況《九州・福岡県》
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○福岡県のトンネルにおいて、平成２６～３０年度に点検を実施し、次回点検までに
措置を講ずべき施設（判定区分Ⅲ・Ⅳ）における修繕に着手した割合は、

国土交通省管理：１００％、地方公共団体管理：１００％（うち市町村管理：０％）
修繕が完了した割合は、

国土交通省管理：１００％、地方公共団体管理：８８％（うち市町村管理：０％）

■ 九州

※ 平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ、Ⅳ診断された施

設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完了）した割合（令和４年度末時点） 出典：道路メンテナンス年報（令和５年8月）より作成

■ 福岡県

１巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネルの修繕等措置の実施状況《九州・福岡県》
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判定区分Ⅳの橋梁の措置状況《九州》

○２０２２年度末時点で判定区分Ⅳと診断された橋梁のうち、措置未完了の施設は５０橋となり、
前年度より１３橋増加している。対策として、撤去・廃止された橋梁も２１橋（予定含む）と前年度末よ
り３橋増加

〇２０２０年度から２０２２年度にかけて判定区分Ⅳの橋梁は２６橋増加

出典：道路メンテナンス年報（令和５年8月）より作成

(12) (18) (21)
49%50% 42%

2020年度末時点
判定区分Ⅳの

橋梁
24橋

2021年度末時点
判定区分Ⅳの

橋梁
37橋

2022年度末時点
判定区分Ⅳの

橋梁
50橋

○判定区分Ⅳの橋梁の措置状況(予定を含む)

修繕・架替 機能転換 対応未定 撤去･廃止中（予定含む）

18



Ⅱ.点検及び修繕率向上に向けた
自治体支援について

1



①．点検及び修繕率向上に向けた
自治体支援について



道路メンテナンス事業補助制度

制度概要

対象構造物

道路の点検結果を踏まえ策定される長寿命化修繕計画に基づき実施される道路メンテ
ナンス事業に対し、計画的かつ集中的な支援を実施するもの

橋梁、トンネル、道路附属物等（横断歩道橋、シェッド、大型カルバート、門型標識）

対象事業 修繕、更新、撤去※

※撤去は集約に伴う構造物の撤去や横断する道路施設等の安全の確保のための構造物の撤去を実施するもの
※修繕、更新、撤去の計画的な実施にあたり必要となる点検、計画の策定及び更新を含む
※新技術等の活用の検討を行い、費用の縮減や事業の効率化などに取り組むもの

優先支援事業

長寿命化修繕計画

【トンネル】 【道路附属物等】【橋梁】

○○市

橋梁
長寿命化修繕計画
【個別施設計画】

記載内容

・老朽化対策方針

・新技術活用方針

・費用縮減方針

・施設名 ・延長 ・判定区分

・点検・修繕実施年度

・修繕内容 ・対策費用 等

○○市

トンネル
長寿命化修繕計画
【個別施設計画】

記載内容

・老朽化対策方針

・新技術活用方針

・費用縮減方針

・施設名 ・延長 ・判定区分

・点検・修繕実施年度

・修繕内容 ・対策費用 等

○○市

道路附属物等
長寿命化修繕計画
【個別施設計画】

記載内容

・老朽化対策方針

・新技術活用方針

・費用縮減方針

・施設名 ・延長 ・判定区分

・点検・修繕実施年度

・修繕内容 ・対策費用 等

新技術等を活用する事業※1、長寿命化修繕計画に短期的な数値目標※2を策定した自治体の事業

※1 コスト縮減や事業の効率化等を目的に新技術等を活用する事業のうち、試算などにより効果を明確にしている事業
※2「集約化・撤去」や「新技術等の活用」、「費用縮減」に関する数値目標

国費率

国費：５．５／１０×δ （δ：財政力指数に応じた引上率）

国庫債務負担行為の活用

国庫債務負担行為を可能とし、効率的な施工（発注）の実施と工事の平準化を図る

事業イメージ

地方公共団体は、長寿命化修繕計画（個別施設計画）を策定・公表

橋梁、トンネル、道路附属物等の個別施設毎に記載された計画に位置づけら
れた 道路メンテナンス事業を支援
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道路メンテナンス事業補助制度における優先的な支援

4



新技術利用のガイドライン・新技術の性能カタログの概要

※直轄のトンネルと橋梁に加え、令
和５年３月３１日より舗装の定期点
検業務は点検支援技術の活用を原
則化

※
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新技術利用のガイドライン・新技術の性能カタログの概要
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点検支援技術性能カタログの閲覧サイト
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②．九州地方整備局の自治体支援



直轄診断実施箇所の選定基準

○直轄診断の実施箇所は、以下の①～④の選定基準をすべて満たすものを対象

①当該施設の点検・診断・修繕に関し、複雑な構造を有する場合、劣化損傷の形態
が特異な場合などの理由により高度な技術力等を要すること

例えば、以下のような構造物

・吊り橋、斜張橋、アーチ橋、長大橋等の特殊な構造物・大規模構造物
・急峻な谷間に存在するなど、高度な機械力を要する構造物
・アルカリ骨材反応、塩害、疲労破壊などの損傷が著しく、診断・修繕に高度な
技術力を要する構造物

・建設後５０年以上を経過し、劣化度合いが深刻であるとともに、建設時の設計、
施工方法等の詳細が不明な構造物

②上記に対し、当該地方公共団体の技術力が十分とは言えないこと

③当該施設が社会的に影響の大きな路線に位置するもの

④地方公共団体自らが実施した点検・診断結果を踏まえ、当該施設に関して早期の
対策が必要と判断されること。
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直轄診断・修繕代行について

Ｒ４
年度

伊達崎橋(福島県伊達郡桑折町)(予定) 継続中

Ｒ３年度

Ｒ２年度

修繕代行事業
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直轄診断・修繕代行（呼子大橋：九州）

○佐賀県唐津市が管理する呼子大橋（ＰＣ箱桁橋・ＰＣ斜張橋、橋長７２８ｍ）において、
平成２７年度に九州で初めての直轄診断を実施し、平成２８年度より修繕代行に着手

【呼子大橋の概要】

所在地：佐賀県唐津市呼子町殿之浦
路 線：市道呼子大橋線
供用年：１９８９年（平成元年）

2500001210001100

V.C.L=250000

100

主橋部　494.25m

121000 1150100 100

取付橋部　233.60m

139960 93240100

橋長　727.85m

A2

P7
P6P5P4P3P2P1

A1

側面図
本土側 加部島側

斜張橋部断面図

道路メンテナンス技術集団による現地調査 唐津市副市長等への
調査状況報告
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直轄診断・修繕代行（天大橋：九州）

○鹿児島県薩摩川内市が管理する天大橋（橋長５１８ｍ）において、平成３０年度に直轄
診断を実施し、令和元年度に修繕代行新規事業化

側面図

標準断面図
至

出
水
市

至 薩摩郡

至 鹿児島市

N

薩摩川内市役所

薩摩川内
消防局

薩摩川内
警察署

天大橋

川内駅

修繕代行事業（P4～P12） L=329m

所在地：鹿児島県薩摩川内市平佐町
路 線：市道 隈之城高城線
供用年：１９８４年（昭和５９年）

▲直轄診断（H31.2.18） ▲上部工（床版下面）の
ひび割れ

▲中央ヒンジ部の垂れ下がり
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溝橋の定期点検実務講習会の開催について （R1からの継続）
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点検支援技術活用講習会の開催について （R1からの継続）

14



点検支援技術等体験研修会

実 施 日：令和５年２月１０日（金）
実施場所：レゾナックドーム大分（大分県大分市）

参 加 者：
行政機関（県・市町村等） ４３名
大分県ドローン協議会 ６０名
測量設計コンサルタンツ協会 ２９名

計１３２名

点検支援技術の紹介

展示・体験会

研修会
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